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半
島
振
興
対
策
実
施
地
域
に
お
け
る
県
税
の
不
均
一
課
税
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日

秋
田
県
知
事

佐

竹

敬

久
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あ
ん

あ
ん

秋
田
県
規
則
第
五
号

半
島
振
興
対
策
実
施
地
域
に
お
け
る
県
税
の
不
均
一
課
税
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

半
島
振
興
対
策
実
施
地
域
に
お
け
る
県
税
の
不
均
一
課
税
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
元
年
秋
田
県
規
則
第
十
二
号
）
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
条
例
第
三
条
の
家
屋
の
範
囲
）

第
三
条

条
例
第
三
条
の
直
接
生
産
の
用
に
供
す
る
家
屋
で
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第

四
十
三
号
）
第
六
条
の
三
第
十
五
項
及
び
第
二
十
八
条
の
九
第
十
六
項
に
規
定
す
る
事
業
の
用
に
供
す
る
建
物
（
当
該
建
物
の
う
ち
に
直

接
当
該
事
業
の
用
に
供
し
な
い
部
分
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
部
分
を
除
く
。
）
と
す
る
。

様
式
第
一
号
付
表
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

あ
ん

分
率

按
分

率

様
式
第
二
号
中
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
様
式
注

あ
て

先
宛

先
製

造
の

製
造

等
の

あ
ん

分
率

按
分

率

２
中
「

」
を
削
る
。

５
％

の

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


